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第 1回米子市行政改革推進委員会における主な質疑・意見と検討事項の調整結果 
  質疑、意見等  答弁、処理方針、検討事項 
１大綱の名称 
【要請】委員会として大綱の名称を行財政改革

にするよう要請する。 
 

【答弁内容】 
 了解。 
【調整結果】 
 行革本部として名称を行財政改革大綱とす

ることとした。 
２委員会の議事概要・議事録について 
【確認・了解】 
委員会の議事概要の公表について了解する。 

《調整結果》 
議事録の形で公表する。 

【質問】 
欠席した場合、欠席者への資料はあるのか。 

【答弁内容】 
 議事録を作成する。(議事録等を送付する。) 

３委員会の意見のとりまとめについて 
【委員会内部での提案】 
 第２回委員会で大綱（案）が示されたあと、 
委員会内部で賛同がられれば、ワーキンググル

ープで意見をとりまとめたい。 

《調整結果》 
 会議場所の確保等必要に応じて協力する。 

４策定方針について 
【意見】 
大綱の策定にあたって、合併の過程にも留意

する必要がある。 

《検討課題》 
策定方針には掲げていないが、一定の留意は

する。 
５財政見通しについて 
【質問】 
平成 22年度以降も、赤字は継続し、赤字幅

が拡大するのかどうか。 
 

【答弁内容】 
国の三位一体改革等非常に先行き不透明な

状況にあるが、現在のままの状況で推移をした

らという前提でいけば、この赤字幅はさらに広

がるものと見込んでいる。 
【質問】 
基金残高の推移と実質収支の推移がありま

すが、将来的に基金が底をつくという見込みが

あるのかどうか。また、赤字再建団体になる可

能性があるのかないのか。 

【答弁内容】 
このまま、何の対策もしなければ、平成 1８

年度には、財政調整に利用できる基金は全てな

くなり、平成２１年度には、約４５億円の赤字

の見通しである。 
【要望】 

10年、20年先の推計グラフを是非、見せて
いただきたい。 

《調整結果》 
平成２２年度以降の財政推計は出していな

い。なお、何の対策もしなければ、赤字額がさ

らに広がる見通しである。 
【要望】 
定員適正化計画で１０年先を見通している

のだから、平成２２年以降の財政推計を見せて

いただきたい。 

《検討課題・調整結果》 
平成２２年度以降の財政推計は出していな

い。 
なお、定員適正化計画や大綱の実施計画と財

政見通しとの関係では、それらの計画による削

減目標が明らかになった段階で、その数値を反

映させた推計を作る必要があると考えている。 
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６項目別の削減目標について 
【意見】 
経費が、どの項目でいくら減るのかが市民の

知りたいところであり、それをふまえてプラン

を市民が承知するかどうかという点がある。 

《検討課題・調整結果》 
財政健全化プランは、検討の方向性を示した

もので、個々の削減項目については、行財政改

革大綱の実施計画で示していきたい。 
【質問】 
実施計画の段階では、具体的施策を行った結

果、どこまで経費を削減するのかという、削減

目標数値が盛り込まれるのか。 

【答弁内容】 
実施計画の中に、全部、目標数値が盛り込ま

れるとは言い切れない部分があるが、なるべく

数値的な目標は出したい。 

【質問】 
委員会として、これぐらいは目標にすべきで

はないか、という意見を述べて、差し支えがあ

るのか。 

【答弁内容】 
差し支えはない。 

７目標・ビジョン・目的 
【意見】 
目標の１番目には、地方分権化時代に即した

新しい価値観へ転換し、官主導の考え方から、

住民が満足を得られるようなサービスをどの

ように提供していくかということを基本にし

た目標を掲げるべきではないか。 
効率的な市役所ということだけではなく、そ

れと一体となった新しい価値観をめざす必要

がある。 

《検討課題・調整結果》 
住民満足度の向上の観点は、個々の事務事業

にとって重要であり、今後も、各部署における

事務事業の推進に当たって留意すべきものと

認識している。 
なお、地方分権の考え方については、市民の

負担と選択による行財政運営という分権型社

会システムの必要性を意識しながら、その前提

となる行財政の透明性や持続可能な行財政運

営について、目標の２番目に掲げたところであ

る。 
【意見】 
経営感覚が必要。目標の２番目には、経営者

としての経営感覚に着目した目標を掲げるべ

きではないか。 

《検討課題・調整結果》 
 行財政運営の厳しさが増す中で、これまで以

上に、コスト意識や費用対効果などの経営感覚

を意識した事務事業の実施が求められており、

行財政改革大綱の目標の一番目に、効率的な市

役所の実現を掲げている。 
なお、目標の記載順序により、受ける印象が

異なるが、市としては、財政危機を重く考えて

おり、特にこの点を最初に掲げたものである。 
【意見】 
市民のために行政改革をやるべきであり、行

政改革をすることによって、どのような米子市

になるのが、目標の前段にあるべきではない

か。 

《検討課題・調整結果》 
市の将来像については、主に、総合計画やま

ちづくり計画に示され、行財政改革は、行財政

全体の効率化や市民の参画等、目標を早く達成

したり、適切に事業を進めていくための一つの

手段という側面がある。 
このため、行政改革で市の未来を語れるのは、

効率性や、透明性の高い行財政運営といった抽

象的な表現にならざるを得ないが、市民ととも

に、この厳しい状況を乗り越えていく必要があ

るので、できるだけ市民の理解を得られるよう

留意しながら、行財政改革大綱や実施計画を策

定し、推進していきたい。 
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【意見】 
財政改革が中心で、ビジョンが見えにくい。

何を目標に改革をするかをきちんと押さえな

ければ、福祉、男女共同参画など、いろいろ細

かいところが抜けてしまうのではないか。 
 

《検討課題・調整結果》 
 福祉、男女共同参画など、個々の施策の目標

は、総合計画に掲げられていくものと考えてい

る。 
行財政改革大綱は、そうした目標達成へのプ

ロセスを側面から、効率的に進めたり、無駄ム

ラを省くように働きかけるという観点が中心

になるので、電子化など特に効率化等に関連の

ある分野しか触れていない。 
また、協働の推進に関しても、幅広い分野が

対象になるので、特に、福祉や男女共同参画等

個別の分野について触れていない。 
なお、行政改革でそれらの分野については直

接ふれていないが、それぞれの分野で従来から

目標を掲げて充実に向けて取組んでいるとこ

ろである。 
【意見】 
 実施計画が具体的にみえないと、今のプラン

がいいかどうかということを判断しかねる。 

《調整結果》 
 実施計画の素案については１２月に提出す

る。 

８行政評価制度・事務事業の抜本的見直しについて 
【意見・質問】 
本当に効率の悪い行政サービスとは、住民の

望まない、ニーズのない行政サービスのことと

考えるが、住民ニーズの有無の判断について

は、市の職員だけでなく、市民の目を入れるべ

きではないか。 
どのようなやり方をするのか。 

【答弁内容】 
事務事業評価の評価結果は公表し、市民等の

意見を聴くことにしていますが、今後、外部の

意見も踏まえ、評価自体が正しいかどうかを検

証する必要があると考えている。 

【意見】 
逆に、効率化を図るべき事業については、コ

ストや費用対効果を重視して効率化を進めな

ければならない。 

《検討課題》 
 効率化については、そういう考え方で進めて

いきたい。 

【意見】 
行政評価についても、担当から課長、局長と

段階的に評価して決めるだけでなく、市民の目

で評価していかないといけない。 
行政側が、何かの固定観念で改革をやってい

るのではないかといわれないためにも、そうい

う点を改善し、幅広く、いろんな意見が入って

くるように考えていただきたい。 

《検討課題・調整結果》 
検討していきたい。 

【質問】 
行政評価制度等による監視機能の充実とは、

具体的に、どういうことか。 
  
 

《検討課題・調整結果》 
 見直しのためのチェック機能の強化という

考え方から、行政監査をつうじて、事務事業の

改善を図るとともに、個々の事務事業評価を超

えた、施策ごと、政策ごとの行政評価を実施し、

より大きな観点からの改善を進めていきたい

と考えています。 
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９定員の適正化 
【意見】 
職員数の削減は、それぞれの市で検討される

べきことで、国の方針にすべて従うのではな

く、独自の検討を加えて、無駄、ムラをなくし

ていく必要がある。 

《検討課題・調整結果》 
 必ずしも、国の指針だけにとらわれているわ

けではなく、国の基準を参考にしながら、米子

市独自の検討を進めていきたい。 

９－２定員適正化及び民間移管、民間委託推進計画の策定方針 
【要望】 
定員適正化の数値目標（54 人削減、マイナ

ス 5.9%）とは別に、協働を推進すれば、それ
によっても市役所の人員が不要になる。そうし

た協働による定員の減以上に削減されるのか

どうかわかる資料がほしい。 

【答弁内容】 
資料を提出します。定員の適正化は、もちろ

ん、職員の人数だけではなく、民間移管、民間

委託ということをにらみながらやらないとい

けないという面がある。 
《検討課題・調整結果》 
 年内に定員適正化計画を策定し、提出する。 

【資料請求】 
人件費の年齢別構成とか年齢別人件費など

あれば、是非お見せいただきたい。 
それから退職積立金の状況、推移もお見せいた

だきたい。 

《調整結果》 
・ 一般行政職の年齢別の職員数・給与につい

て、別紙資料のとおりである。 
・ 職員退職手当基金の過年度の状況について

は、別紙資料のとおりである。 
【質問】 
葬祭員の一般事務への職種転換は、業務の効

率化にならないのではないか。 
 
 

【答弁内容】 
市営葬儀事業が廃止になりますので、財政的

な面では効率化につながる。 
 なお、事業廃止に伴う低所得者層のフォロー

については、別立ての対策を考えている。 
10外郭団体 
【質問】 
バランスシートがないのでわからないが、市

の外郭団体に損失補償あるいは債務保証契約

といったものがあるのかどうか。 

【答弁内容】 
次回に回答します。 

【調整結果】 
 外郭団体の解散や金融機関の借り入れに際

しての損失補償や債務保証について市の予算

で議決を受けているものがありますが、実際に

契約書を締結しているのは、１件だけです。 
10人件費の適正化 
【意見】 
職員賃金等の問題については、今のままで赤

字が続いていくと、ずっと賃金カットを考える

ということになるが、地域経済への影響も考え

ていただきたい。 

《検討課題》 
 行政改革全体の中で、適正な給与のあり方に

ついて検討し、適正化に努めていきたい。 
 
 
  

11受益者負担の見直し  
【意見】 
受益者負担の見直しについては、一律的に負

担を求めるのではなく、弱者の方に優しい対応

を考えて、取り入れていただきたい。 
また、市民に負担を強いるものについては、

説明責任をきちんと果たして市民と行政の軋

轢がないようにする必要があるのではないか。 

《検討課題》 
 行政サービスの原価を考慮しながら、適正な

負担割合やサービス原価の縮減の対策等さま

ざまな角度から検討しながら、見直しを進めて

いきたい。 
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12組織の活性化と職員の能力開発 
【意見】 
 住民が満足を得られるようなサービスをど

のように提供していくかということを基本に

した新しい価値観の風土が必要 

《検討課題》 
 仕事をつうじた職場研修の中で、そのような

視点を養っていきたい。 

【意見】 
実際に行政改革、財政改革をするに当たっ

て、現場職員の意識が本当にその気にならない

と、とてもこれだけの項目の改革はできない。 
現場の職員にそういう意識を持っていただ

く意味からも、まず、人事評価システムの導入

等を進めるなど、改革実現のための推進体制を

考えていただきたい。  

《検討課題》 
 人事評価システムの構築を進めます。 
  

【意見】 
他の自治体・公益法人等への派遣・出向は、

本当に思ったことを率直に発言できるうえ、い

ままで、見えなかったものも見えてくるという

点で、非常にこれが効果をあげている。 
過去に、職員の派遣・出向を実施したことがあ

るのかどうか。 

【答弁内容】 
 現在、税務関係で、県と相互派遣している。 
《調整結果》 
 相互派遣  

・鳥取県との間で１名（１７年度～） 
 派遣 
  ・㈶とっとりコンベンションビューロー 
   １名(平成７年度～) 
  ・㈶鳥取県産業振興機構 
   １名(平成 15年度～) 
  ・㈶自治体国際化協会 
   １名（１７年度～） 

13その他 
【要望】 
資料の中に、行政言葉があって、一般には分

かりにくい。分かりやすい言葉で資料を作って

いただきたい。 
 

《検討課題》 
 出来る限り分かりやすい言葉にするよう努

力するとともに、必要に応じて注釈をつけるよ

うこころがける。 
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職員退職手当基金残高の状況 
 

年度 年度末残高(単位 千円) 備考 
元 ６９７，７２３  
２ ５２９，７８１  
３ ２１６，０４９  
４ ８１，６９１  
５ ８８，４０８  
６ ８８，４５７  
７ ９０，２７０  
８ １，４４７  
９ １，４５４  

１０ １，４５７  
１１ １，４６２  
１２ １，４６４  
１３ １，４６６  
１４ １，４６７  
１５ １，４６８  
１６ １，４６９  
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9

0
0
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区 分

合計(ロ～ヘの計)

大 学 卒
短 大 卒
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ロ
ハ

高 校 卒 0
0
0

中 学 卒
再 任 用

0
0
0

ホ

0

3 1 2 2 7
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2
2

2 9

大 学 卒
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2

(19)

79
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0
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58 2,865
1

82 2,41632
2,011

1411

Ｈ　人 (h)百円Ｄ　人 Ｉ　人Ｇ　人(f)百円Ｅ　人 (e)百円 Ｆ　人 (g)百円
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(ｉ)百円

0 0 0 3,5300 0 4

(c)百円

0

0

31
1

77 3,85755
58 2,381 40 3,870562,845 39

1,716

0
1,7740 0 1

1,774
6
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1 0

13 2,382
72,641
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0

3,2660 2 1,659 2,983
3,813

0
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0
0
0

0

1,844 9
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0 50

19,811,000
0 6 00 0
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表番号

00
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0

年齢別，学歴別職員数及び給料月額に関する調
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団体コード 表番号

3 0

(18)(8) (13) (14) (15)(11) (12)(4) (5) (16) (17)

6,232,800
184,400

177,400
331,700
177,400

11,379,400
1,193,100
4,047,2002,904,900

13,809,500
3,096,600

21,673,600
2,308,300
5,719,6002,529,700

13,943,900
2,939,100

16,438,900
1,687,200

13,535,500

23,780,900
4,102,400
4,392,700 9,801,500

6,561,500
458,300

5,564,300

18,937,800
3,089,200
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21 30 3526 44 2139 30 3526 44 4739
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9
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